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１ 部活動に関する内容 

 ⑴ 意義について 

  ○ 説明動画の資料には生徒数に対して、部活所属の人数を記されていました

が、なぜ？なのかもっと掘り下げてほしいです。 

 説明動画の中で示している「令和６年度市内中学校の部活動設置種目・

参加生徒数一覧」の人数につきましては、令和６年５月に各中学校から報

告されたそれぞれ部活動に入部している生徒数です。生徒数と部活動所属

の人数が一致しないことに対する理由について考えるべきというご意見だ

と推察しますが、これは部活動への入部を選択せず、校外の活動や自分の

時間を大切にしたいと考えていたり、少子化等の影響により、学校によっ

ては設立できない部活動の種目もあり、所属したい部活動がないと考えて

いたりする中学生がいるためであり、部活動の地域移行がそういった生徒

を救う解決策の一つになると考えています。 

○ 本来その学校に同じスポーツを好きとする子達で活動ができるということ

がとても大事だと思います。部活は青春だと思います。学校で嫌な事があっ

ても仲間と共に汗を流すだけでも気持ちが切り替わる事ができる思春期の

子にとって大事だと思います。 

 部活動がこれまで果たしてきた成果につきましては承知しております

し、大切に継承していきたいとも考えておりますが、前述のとおり、少子

化等の影響により、学校によっては設立できない部活動の種目も存在して

いる状況です。また、指導経験のない教員が顧問となり、専門的な指導を

受けられないという課題が部活動にはありました。だからこそ、中学生が

生涯にわたってスポーツ・文化芸術活動の機会を確保・充実させていくた

めにはどうすればよいかということを考えたときに、部活動の地域移行を

進めていく必要があると考えています。 

 ⑵ 練習試合について 

  ○ 説明動画の資料には、部活動で練習試合が大会前と長期休みの平日しかで

きるようにしないと、郡大会の運営(審判の確保、生徒が行うタイマーや得点

板など)も難しくなります。また、まともにプレーできない生徒を出場させる

ことも起こるため、安全にプレーすることも難しくなります。市内統一で 2

ヶ月に一回第一土曜日に練習試合を行う、その際には特殊勤務手当を出すか

割振がもらえるようにするなど、対応を考えていただきたいです。 

 令和７年１月７日付で「東海市中学校部活動の方針」（以下、「方針」と

表記します。）の通知を東海市教育委員会から全中学校に発出しております

が、ご質問にある通り、令和７年９月１日から練習試合は、方針で参加を

認めた大会前日までの一定期間の休日及び長期休業中の平日のみ実施可能

となります。 

 休日の部活動を行わず、新たな地域クラブに移行している中で部活動の

練習試合を休日に年間を通して行っていくことは、新たな地域クラブなど

で頑張ろうしている生徒の活動に支障が出てくることが考えられます。 
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保護者・教職員の皆様にとって、ご心配な点はあるかと思いますが、方

針についてご理解いただきますようお願いいたします。 

 

２ 高等学校入学者選抜及び評価に関する内容 

○ 勉強だけでなく部活も含めて内申点の評価があるのかと思っていましたが、そ

のあたりはどうなりますか？東海市が指定するクラブと違うクラブに所属する

のと何か変わりますか？ 

○ 高校受験で推薦枠を希望する際に、部活動に参加しなかった場合に不利になる

ことはありますか。 

高等学校入学者選抜及び評価につきましては、愛知県教育委員会が県のホーム

ページに掲載している「令和７（２０２５）年度愛知県公立高等学校入学者選抜

実施要項」（以下、「実施要項」と表記します。）の別記４「令和７年度「調査書情

報」登録上の注意事項」の中に、６「総合所見及び指導上参考となる諸事項」の

記載内容として、「体力・運動能力に優れ、運動の分野での活動が顕著である場合」

「文化的・社会的活動が顕著である場合」という項目があります。この内容を見

ると部活動を連想させますが、ここには部活動という記載はなく、「校内・校外に

おける活動及び特技について、顕著な事実がある場合は、具体的な内容を登録す

る」とあるため、新たな地域クラブなどの外部団体で顕著な事実があれば、調査

書に記載することは可能となります。 

また、推薦選抜についても､「実施要項」にはスポーツ科学科に対する届出にお

いては｢運動分野での活動実績｣の項目はありますが､こちらについても部活動とい

う記載はありません。 

なお、私立高等学校につきましても、「愛知県私立高等学校入学試験 調査書（統

一書式）」には名古屋と尾張の書式には「事実の記録」の一つとして部活動という

記載はありますが、その他という記載もあることから、公立高等学校と同様の扱い

だと考えます。しかしながら、私立高等学校は独自の教育方針で運営されています

ので、オープンキャンパスや「愛知の私立学校ガイドブック」等で確認していただ

ければ幸いです。 

これらのことから、部活動に参加しなかったことにより、生徒が高等学校入学

者選抜等で不利益が生じることはないと考えております。また、中学校での部活

動を縮小・廃止していくのは全国的な流れであり、高等学校もそのことは承知し

ているはずですので、入学者選抜において他の市町村の中学生より不利になると

いうこともありません。現在でも校外の団体で活躍し、実績を収めている方は各

校へお知らせください。 
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３ スポーツ活動の大会に関する内容 

○ 郡大会やその先の県大会等についてはクラブチームでの出場ができますか？

またできる場合はクラブと部活どちらで出場するかは選択できますか？ 

○ スポーツによって選手登録をクラブでしていたら学校の部活の試合に出るこ

とができないという事があるから所属できない子もいるかと思います。例えば、

バスケはクラブで登録していても部活の試合は出ることできますが、サッカーは

できないという実態だと思います。今後知多地区の試合だけになっていくのであ

ればそういった事ができるように働きかけて掘り下げてほしいです。 

 郡大会や県大会等へのクラブチームの出場につきましては、愛知県中小学校体

育連盟（以下、「県中小体連」と表記します。）と各支部・支所の判断となります。

また、各種目の参加条件につきましては、「令和７年度愛知県中学校総合体育大会

地域クラブ活動の参加の特例運動部細則」によりますので、以下の URL からご確

認ください。 

【URL】 

https://aitairen.jp/wp-

content/uploads/2025/01/c0cb2861b044525220c796a8da6c1abf.pdf 

 なお、地域移行した際のジュニアクラブなどにおける選手登録につきましては、

各競技団体により異なりますので、詳細は関係競技団体にお問い合わせください。 

＜参考＞ 

 地域クラブ活動とクラブチームの違いにつきましては、「令和７年度の愛知県

中学校総合体育大会について（令和７年１月時点情報）」に記載のとおりとなりま

すので、以下の URL からご確認ください。 

【URL】 

https://aitairen.jp/wp-

content/uploads/2025/01/478214e75769b629e22f2d5664d5d64a.pdf 

 ジュニアクラブは「地域クラブ活動（地域移行部活動）」となります。なお、

スポーツ活動ではありませんが、吹奏楽地域クラブにつきましては、愛知県吹奏

楽連盟のホームページに示されている「愛知県吹奏楽コンクール実施規定細則

（中学生の部）」によりますと、「校内外で活動する単独校や複数校混合の団体」

となります。 
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４ ジュニアクラブに関する内容 

⑴ 指導者登録について 

〇 ジュニアクラブの指導者として登録して指導する場合、交通費（自動車燃料

費等）、報酬はありますか。もし可能であれば具体的な金額も知りたいです。 

 ジュニアクラブの指導者につきましては、「東海市スポーツ指導者バンク」

への登録を現在も募集しておりますので、登録を希望される方は、以下の URL

から「東海市スポーツ指導者バンクについて」のページにてご確認ください。 

【URL】 

https://www.city.tokai.aichi.jp/bunka/1002868/1002869/1008937/index.html 

 なお、指導者の報酬としましては、１回につき交通費なども含めた謝礼と

して２，０００円程度を予定しております。 

 ⑵ 消耗品について 

  ○ クラブチーム発足の際に必要な道具(ボールやバット、ビブスなど)はどのよ

うに揃えますか？また、管理場所はどうしますか。 

 ジュニアクラブで使用する消耗品につきましては、備品も含めて活動場所

のものを一部利用することになっています。なお、消耗品・備品等の利用は

市校長会で認めていただいておりますが、学校のものをジュニアクラブの練

習時に使用する際は、破損や劣化した場合にジュニアクラブの費用で購入し

ます。 

 ジュニアクラブで使用する道具の管理場所につきましては、原則、活動場

所となりますので、ご承知おきください。 

⑶ ホームページについて 

  ○ SC 東海が発足する地域移行のクラブは、ちゃんと、ホームページに載せてい

ただきたい。今のホームページの様子では、何が地域移行のクラブなのか、わ

かりにくい。しっかりページを更新してください。 

SC 東海のホームページにつきましては、令和７年４月の募集に向けて、現

在修正を進めております。ジュニアクラブへの申し込み登録もこのホームペ

ージからつながるようリンクを作成する予定です。また、保護者の皆様には、

令和７年４月の募集案内開始の際に、e メッセージで SC 東海のホームページ

の URL も掲載いたします。 

しばらくの間、ご不便をおかけしますが、ご理解いただきますようお願い

いたします。 
 


